
  10 月 24 日（土）     
   16：00
  ■ 実 施 日：2020 年 10 月 24 日（土）     
     時　  間：14：00～ 16：00

●開催方法：zoom ウェビナーを
　　　　　　利用した WEB 開催
●入場料：無　料    
　　　　　☆どなたでも参加可能

□参加方法
タイトルに「参加申込」、本文に「氏名」「連絡先（電話番号等）」「所属（任意）」を記載したメールを
kosho-event@kanaben.or.jp にお送りください。
前日までにイベント参加のための ID（参加 URL）をお送りいたします。
　万が一、前日までに ID が届かないようでしたら、お手数ですが担当事務局

（電話：045-211-7702、ＦＡＸ：045-662-2277）にお問い合わせください。

■パネリストの紹介
●矢野剛司　さん

公益団体紫雲会　中区生活支援センター　精神保健福祉士　
●土志田　務　さん
神奈川県精神保健福祉士協会 理事　

権利擁護委員会 委員長　e- シェア代表

●藤井　哲也　さん
就労継続支援 B 型　シャロームの家　職業指導員　 

KP 神奈川精神医療人権センター　代表会長

●福井　司臣　さん
　鶴見区精神障害者家族会　のぞみ　会長

●佐藤　孝　さん

　　当事者

●田村　千秋さん
KP　神奈川精神医療人権センター　ピアサポーター

●　医師（現在調整中）

※手話通訳、字幕付

こちらからアクセス！

「精神障害ある人の
      権利擁護と地域生活の実現」

「精神障害ある人の
      権利擁護と地域生活の実現」
～精神保健当番弁護士制度の開始に向けて～～精神保健当番弁護士制度の開始に向けて～
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　　　　　　　　　　　　　　　■本イベントのご紹介
　神奈川県弁護士会で、精神保健当番弁護士制度の設立を現在準備中です。
　そこで、強制入院が多用されている現在の精神医療の現状について、医療、福祉、当事者、弁護士等の立場から
　お話いただくとともに、精神障がいのある方の地域生活の実現や充実のために必要なものはなにかについて考え
　ます。

　　　　　　　　　　　　　　　■精神保健当番弁護士制度とは
　神奈川県弁護士会において、精神保健当番弁護士制度の設立を現在準備中です。精神保健当番弁護士制度とは、
　強制入院されている方について、精神保健福祉について研修を受けた弁護士が、退院や処遇改善請求について
　相談を受ける制度です。相談を受けた弁護士が、退院請求や処遇改善請求の代理人に就任することもできます。

　神奈川県弁護士会で実施予定の精神保健当番弁護士制度の詳細についても、イベントでご説明させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　  ■本シンポジウムへの参加方法
　　新型コロナ感染拡大防止の観点から、今回のシンポジウムは zoom のウェビナーを利用して行います。
※参加者の氏名は、ほかの参加者には公開されません。

①事前準備（参加の申込み）
　タイトルに「参加申込」、タイトルに「参加申込」、
本文に「氏名」「連絡先（電話番号等）」、「所属（任意）」
を記載したメールを kosho-event@kanaben.or.jp
にお送りください。
　前日までにイベント参加のための ID（参加 URL）を
お送りいたします。
　万が一、前日までに ID が届かないようでしたら、
　お手数ですが担当事務局
　電 話：045-211-7702　
  ＦＡＸ：045-662-2277
　にお問い合わせください。

③参加上の注意
　本イベントでは、参加者の皆さんが直接自分の声で
発言することはできません。
　パネリストへの質問は、画面上にある Q＆A をクリック
していただき、その中に質問事項を記入してください。
   質問は、パネリストの講演中随時受け付けます。

（質問数、時間によっては回答できない場合もあります。）
zoom ウェビナーの機能の使い方については、当日ご説明
いたします。

④アンケートにご協力
　　本イベントについてのアンケートにご協力ください。

■　本イベントについてのお問い合わせ先
　　神 奈 川 県 弁 護 士 会
　　電　話：０４５-２１１－７７０２
　　ＦＡＸ：０４５-６６２－２２７７

②当日の参加方法
　事前にお送りしました参加 URL をクリックしていた
だければ参加できます。そのまま、イベントの開始をお
まちください。（zoom ウェビナーの URL をクリックし
ていただければ参加できます。）

【初めて zoom を使う方】
　事前に zoom ウェビナーの URL をクリックしていた
だくと、zoom のアプリケーションが自動でダウンロー
ドできます。
　アカウント入力は任意ですが、今後も zoom セミナー
等に参加されるようであれば、アカウント入力をされる
ことをお勧めいたします。

  【iPhone、iPad から参加される方】
　事前に「Zoom Cloud Meetings」というアプリを
  インストールし、アカウントを作成していただけると
  当日スムーズに繋がります。

  【Android から参加される方】
　事前に、Play ストアより｢zoom｣のアプリをインス
  トールし、アカウントを作成していただけると、当日
  スムーズに繋がります。
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